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重
度
の
障
害
の
あ
る
方
を
対
象

に
実
施
し
て
い
る
「
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成
事
業
」

に
お
い
て
、
現
在
利
用
で
き
る
福

祉
タ
ク
シ
ー
会
社
に
次
の
会
社
を

追
加
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◆
有
限
会
社　

外
出
支
援
ケ
ア
・

　

さ
ぽ
ー
と

※
車
い
す
対
応
可
能

　
（
豊
岡
市
伏
１
９
７　

サ
ン
ヒ

　

ル
ズ
Ｂ－

１
０
３
）

　

�　

－

５
３
４
４（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
）

４２

　

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

gaishutsushien@
nifty.com

障
害
者
福
祉
タ
ク
シ

ー
の
利
用
で
き
る
タ

ク
シ
ー
会
社
を
追
加

し
ま
し
た

地
域
創
業
助
成
金
の
ご
案
内

こ
れ
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
方
へ

　

地
域
に
貢
献
す
る
事
業
を
行
う

法
人
を
設
立
ま
た
は
個
人
事
業
を

開
業
し
、
再
就
職
を
希
望
す
る
者

を
常
用
労
働
者
お
よ
び
短
時
間
労

働
者
と
し
て
合
わ
せ
て
２
人
以
上

雇
用
し
た
場
合
に
、
新
規
創
業
に

係
る
経
費
お
よ
び
労
働
者
の
雇
い

入
れ
に
つ
い
て
助
成
金
が
給
付
さ

れ
ま
す
。

　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
地
域
貢
献
事
業
を
主
た
る
事
業

と
し
て
行
う
法
人
を
設
立
ま
た

は
個
人
事
業
を
開
業
し
た
方

②
創
業
支
援
対
象
労
働
者
を
２
人

以
上
（
非
自
発
的
離
職
者
自
ら

が
法
人
等
を
設
立
す
る
場
合
は
、

１
人
以
上
）
雇
用
し
た
方

○
地
域
貢
献
事
業
と
は

■
サ
ー
ビ
ス　

分
野

１０

①
個
人
向
け
・
家
族
向
け
サ
ー
ビ

ス
②
社
会
向
け
教
育
サ
ー
ビ
ス

③
企
業
・
団
体
向
け
サ
ー
ビ
ス

④
住
宅
関
連
サ
ー
ビ
ス

⑤
子
育
て
サ
ー
ビ
ス

⑥
高
齢
者
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

⑦
医
療
サ
ー
ビ
ス

⑧
リ
ー
ガ
ル
サ
ー
ビ
ス

⑨
環
境
サ
ー
ビ
ス

⑩
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
ア
ウ
ト

ソ
ー
イ
ン
グ

■
地
域
重
点
分
野
（
地
域
が
選
択

す
る
重
点
産
業
）

①
豊
岡
市
の
地
域
重
点
分
野
（
地

場
産
業
・
商
業
・
観
光
活
性
化

分
野
）

※
日
本
標
準
産
業
分
類
の
中
分
類

番
号
お
よ
び
業
種
名

　

・
織
物
、
衣
服
、
身
の
回
り　

５６
品
小
売
業

　

・
飲
食
料
品
小
売
業

５７

　

・
一
般
飲
食
店

７０○
創
業
支
援
対
象
労
働
者
と
は

　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
労
働
者

（
１
人
以
上
は
非
自
発
的
離
職
者
。

た
だ
し
、
非
自
発
的
離
職
者
自
ら

法
人
等
を
設
立
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
）
で
す
。

①
常
用
労
働
者
ま
た
は
短
時
間
労

働
者
（
う
ち
１
人
以
上
は
常
用

労
働
者
）

②
雇
い
入
れ
日
現
在
で　

歳
未
満

６５

の
方

③
創
業
の
日
か
ら
１
年
６
カ
月
以

内
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
方

④
雇
い
入
れ
か
ら
３
カ
月
以
上
経

過
し
た
方

１　

創
業
後
６
カ
月
以
内
に
支

払
っ
た
創
業
経
費
の
３
分
の
１

　

支
給
上
限
…
１
５
０
万
円
〜
５

０
０
万
円

※
①
雇
用
調
整
方
針
ま
た
は
再
就

職
援
助
計
画
の
対
象
者
の
１
人

以
上
の
雇
い
入
れ
ま
た
は
②
非

自
発
的
離
職
者
の
３
人
以
上
の

主
な
受
給
の
要
件

雇
い
入
れ
要
件
を
満
た
す
か
否

か
の
組
み
合
せ
に
応
じ
異
な
り

ま
す
。

　

○
受
給
対
象
と
な
る
創
業
経
費

①
法
人
の
設
立
ま
た
は
個
人
事

業
の
開
業
に
関
す
る
事
業
計

画
作
成
費

②
職
業
能
力
開
発
経
費

③
設
備
・
運
営
経
費

２　

非
自
発
的
離
職
者
の
雇
い
入

れ
１
人
当
た
り

・
常
用
労
働
者　
　
　
　
　

万
円

３０

・
短
時
間
労
働
者　
　
　
　

万
円

１５

　

支
給
上
限
…
１
０
０
人
分
ま
で

▽
問
合
せ

　
　

兵
庫
県
雇
用
開
発
協
会

（財）

　

�
０
７
８－

３
３
２－

１
０
９
１

　

豊
岡
公
共
職
業
安
定
所

　

�　

－

３
１
０
１

２３

　

豊
岡
商
工
会
議
所

　

�　

－

４
４
５
６

２２

　

城
崎
町
商
工
会
�　

－

４
４
１
１

３２

　

竹
野
町
商
工
会
�　

－

１
７
７
１

４７

　

日
高
町
商
工
会
�　

－

１
２
５
１

４２

　

出
石
町
商
工
会
�　

－

２
１
１
３

５２

　

但
東
町
商
工
会
�　

－

０
３
５
０

５６

　

商
工
課
商
工
振
興
係

▽
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

　
　

高
年
齢
者
雇
用
開
発
協
会

（財）

h
ttp
://w

w
w
.assoc

‐eld
er.

or.jp/address2.htm
l

受　

給　

額
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◆
対
象
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

所
持
者

②
療
育
手
帳
Ａ
判
定
所
持
者

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
所
持
者

　
（
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

施
設
入
所
者
、
自
動
車
税
・
軽
自
動

車
税
減
免
者
、豊
岡
市
・
豊
岡
市
内

社
会
福
祉
協
議
会
実
施
の
外
出
支

援
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
）

◆
助
成
額

タ
ク
シ
ー
１
回
の
乗
車
に
対
し
、

４
５
０
円
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
利

用
券
を
助
成

◆
交
付
枚
数

　

申
請
さ
れ
た
月
か
ら
当
該
年
度

分
の
利
用
券
を
一
括
交
付
（
月

４
枚
換
算
、
年
度
上
限　

枚
）

４８

※
た
だ
し
、
じ
ん
臓
機
能
障
害
で

人
工
透
析
通
院
の
方
に
は
月　
１２

枚
換
算（
年
度
上
限
１
４
４
枚
）

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

対
象
と
な
る
手
帳
と
印
鑑
（
代

理
申
請
可
）

▼
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
障
害
福

祉
係
�　

－

７
０
３
３
、
Ｆ
Ａ

２４

Ｘ　

－

４
５
１
６
、
ま
た
は
各

２４
総
合
支
所
健
康
福
祉
課

障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
料
金
助
成
事
業

　

浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
、
平
成　

年
２
月
１
日
か

１８

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
改
正
は
、
公
共
水
域

の
水
質
の
保
全
を
図
る
た
め
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
、
浄
化
槽
（
単
独

処
理
浄
化
槽
を
含
み
ま
す
。
以
下

同
じ
）
の
維
持
管
理
の
適
正
化
を

図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

【
下
の
図
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
】

　

具
体
的
に
は
、
浄
化
槽
を
お
持

ち
の
皆
さ
ん
（
浄
化
槽
管
理
者
の

皆
さ
ん
）
が
法
律
上
、
受
検
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
法
定
検
査
【
浄

化
槽
設
置
後
の
検
査（
７
条
検
査
）

と
年
１
回
の
定
期
検
査
（　

条
検

１１

査
）
を
指
し
ま
す
。
検
査
は
、
兵

庫
県
知
事
が
指
定
し
た
検
査
機
関

＝　

兵
庫
県
水
質
保
全
セ
ン
タ
ー

（社）
が
行
い
ま
す
】
の
受
検
を
確
保
す

る
た
め
、
検
査
を
受
検
し
な
い
方

に
対
し
て
県
等
が
指
導
や
勧
告
命

令
を
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

検
査
受
検
の
命
令
に
従
わ
な
い

場
合
な
ど
は
、
罰
則
（　

万
円
以

３０

下
の
過
料
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
下
水
道
へ
の
接
続
や
転

居
な
ど
に
伴
い
、
浄
化
槽
の
使
用

を
廃
止
す
る
場
合
は
、
使
用
廃
止

届
出
を
県
民
局
へ
提
出
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

浄
化
槽
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
は
、

　

兵
庫
県
水
質
保
全
セ
ン
タ
ー
か

（社）ら
検
査
案
内
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

そ
の
内
容
に
従
い
法
定
検
査
を
受

検
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

下
水
道
課
下
水
道
施

　

設
係
�　

－

１
８
０
１

２２

　

但
馬
県
民
局
環
境
課

　

�　

－

３
６
５
１

２６

　
　

兵
庫
県
水
質
保
全
セ
ン
タ
ー

（社）

　

�
０
７
８－

３
０
６－

６
０
２
０

　

公
共
下
水
道
・
集
排
処
理
区
域

の
皆
さ
ん
は
、
一
日
も
早
い
下
水

道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

使用開始後 
3～8ケ月後 

法第7条検査 
〔設置後等の水質検査〕 

工事が適正に行われ、
浄化槽が本来の機能を
発揮しているかを（社）
兵庫県水質保全センタ
ーが確認します。 

・ 外 観 検 査  
・ 水 質 検 査  
・ 書 類 検 査  

実施者 

（社）兵庫県水質保全センター 
〔法に基づく指定検査機関〕 

毎年3回以上 
〔処理方式・ 
使用状況に 
より異なる〕 

保守点検 
〔点検・調整・修理〕 

 
浄化槽の機能を維持さ
せるため必要です。 

・汚泥の堆積状況把握 
・ブロア等の機器点検 
・消毒剤の補充 

実施者 

県の登録を受けた保守点検業
者又は浄化槽管理士 

毎年1回 

清　掃 
〔汚泥の引出し等〕 

 
浄化槽の機能を回復さ
せるため必要です。 

・汚泥の引出し 
・付属装置の洗浄 
・内部の異常の確認 

実施者 

市の許可を受けた清掃業者 

毎年1回 

法第11条検査 
〔定期検査〕 

登録業者の行う保守点検や
清掃が適正に実施され、浄化
槽の機能が正常に維持され
ているかを（社）兵庫県水質
保全センターが検査します。 

・ 外 観 検 査  
・ 水 質 検 査  
・ 書 類 検 査  

実施者 

（社）兵庫県水質保全センター 
〔法に基づく指定検査機関〕 

受検しない場合、
罰則が適用される
場合があります！ 

受検しない場合、
罰則が適用される
場合があります！ 

浄化槽を適正に維持管理するための業務の流れ 

浄
化
槽
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

浄
化
槽
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

〜
法
定
検
査
を
受
検
し
ま
し
ょ
う
〜


